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「
犬
養
公
之
碑
」
は
宮
島
詠
士
最
晩
年
の
最
高
傑
作
と
評
さ
れ
る
が
、
意
図

し
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
不
自
然
な
文
字
の
大
小
が
所
々
確
認
で
き
る
。
拙
作

は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
参
考
に
分
析
を
試
み
、
筆
者
の
解
釈
を
加

え
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

宮
島
詠
士
（
一
八
六
七
─
一
九
四
三
）
は
名
を
大
八
と
い
い
、
米
沢
藩
主
の

宮
島
誠
一
郎
（
栗
香
）
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
誠
一
郎
は
西
郷
隆
盛
、
木

戸
孝
允
、
勝
海
舟
な
ど
と
国
事
に
参
画
し
、
清
国
公
使
、
黎
庶
昌
な
ど
中
国
の

要
人
と
親
交
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
宮
島
は
明
治
二
十
年
、
二
十
一
歳
の
時

に
中
国
に
渡
り
、
当
時
保
定
の
蓮
池
書
院
主
講
を
務
め
て
い
た
張
廉
卿
を
訪
ね

て
師
事
し
、
経
書
や
書
法
な
ど
約
七
年
間
（
約
一
年
間
の
帰
国
を
は
さ
む
）
学

ん
だ
。
張
廉
卿
は
「
本
朝
の
書
に
四
家
有
り
…
碑
学
の
成
を
集
め
た
る
は
張
廉

卿
な
り
」（
康
有
為
『
広
芸
舟
双
楫
』）
と
評
さ
れ
た
碑
学
派
で
あ
っ
た
。
宮
島

は
張
廉
卿
か
ら
撥
鐙
法
に
よ
る
執
筆
と
「
張
猛
龍
碑
」
に
徹
す
る
よ
う
指
導
さ

れ
た
。
師
の
死
後
、
帰
国
し
た
詠
士
は
勝
海
舟
の
助
言
で
「
詠
而
帰
舎
」（
後

の
「
善
隣
書
院
」）
を
設
立
し
、
中
国
語
や
漢
学
の
教
育
に
力
を
注
い
で
多
く

の
国
家
的
人
材
を
輩
出
し
た
。
書
に
お
い
て
は
自
分
で
研
究
し
、
自
分
で
発
見

す
る
も
の
と
い
う
教
え
を
守
り
、
独
力
に
よ
っ
て
精
進
を
続
け
た
結
果
、
他
に

類
を
見
な
い
、
独
自
の
書
風
を
確
立
し
た
。

　

題
材
と
し
た
「
犬
養
公
之
碑
」
は
、
昭
和
十
六
年
十
一
月
、
岡
山
市
川
入
の

犬
養
毅
（
木
堂
）
の
墓
地
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
た
石
碑
で
、
犬
養
の
生
前
の

事
績
を
称
え
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
撰
文
は
犬
養
が
文
章
に
お
い
て
は
当

代
随
一
と
推
称
し
た
松
平
康
國
、
刻
字
は
山
内
國
太
郎
で
あ
る
。

　

高
弟
で
あ
る
上
條
信
山
氏（
注
１
）は

「
犬
養
公
之
碑
」
の
書
風
と
制
作
過
程
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

詠
士
先
生
は
書
は
自
ら
を
正
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
人
に
書
を
乞
わ

れ
た
場
合
こ
れ
に
応
ず
る
の
に
は
、
一
字
と
い
え
ど
も
心
魂
を
尽
く
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
年
、
三
年
、
五
年
も
か
か
っ
て
し
ま
う
の
が
常
で

宮
島
詠
士
「
犬
養
公
之
碑
」
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あ
っ
た
。
木
堂
翁
碑
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
私
は
そ

の
原
案
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
碑
大
の
紙
型
に
字
わ
り
し
て
線
を
ひ
か

れ
、
時
に
数
字
、
半
行
、
一
行
と
書
き
直
し
て
添
付
さ
れ
て
い
た
。
北
魏

の
精
神
に
九
成
宮
を
加
え
た
細
身
で
厳
正
な
も
の
で
沈
着
整
斉
、
神
韻
縹

緲
た
る
日
本
的
書
風
で
あ
る
、
高
古
雅
健
、
詠
士
先
生
一
代
の
傑
作
と
な

っ
た
。

碑
文
中
の
「
昭
和
十
一
年
十
月
」
は
松
平
康
国
の
撰
文
が
完
成
し
た
紀
年
で
あ

り
、
石
碑
の
建
立
は
約
五
年
後
の
昭
和
十
六
年
十
一
月
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で

に
宮
島
は
七
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

　

犬
養
は
「
憲
政
の
神
」
と
謳
わ
れ
た
政
治
家
で
あ
り
、
明
治
期
を
代
表
す
る

能
書
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
は
張
廉
卿
に
私
淑
し
、
宮
島
の
書
も
高
く
評
価
し

て
教
え
を
求
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
両
者
は
ど
ち
ら
か
が
先
に
死
ん
だ

ら
生
き
残
っ
た
方
が
墓
誌
銘
を
書
く
こ
と
を
約
束
し
た
間
柄
で
あ
り
、
そ
の
約

束
を
も
と
に
建
立
さ
れ
た
の
が
「
犬
養
公
之
碑
」
で
あ
る
。
非
業
の
死
を
遂
げ

た
犬
養
の
無
念
さ
を
思
う
気
持
ち
が
文
字
の
大
小
の
変
化
と
な
っ
て
表
れ
て
い

る
、
と
い
う
解
説
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
通
常
と
は
異
な
る
心
理
状
態
が

文
字
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
有
り
得
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な

い
違
和
感
を
臨
書
を
通
じ
て
感
じ
た
た
め
、
書
写
時
の
心
理
状
態
と
は
別
の
要

因
が
あ
る
と
推
測
し
た
。
実
際
、
文
章
の
内
容
と
文
字
の
大
き
さ
の
変
化
に
明

確
な
関
連
性
が
見
い
だ
せ
ず
、
数
年
か
け
て
草
稿
を
作
り
続
け
た
こ
と
も
考
慮

す
れ
ば
、
書
写
時
の
心
理
状
態
だ
け
で
は
根
拠
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

著
し
い
文
字
の
大
小
差
に
つ
い
て
「
表
現
上
の
変
化
と
い
う
に
は
不
自
然
な

在
り
方
（
注
２
）」
と
指
摘
す
る
久
米
公
氏
は
善
隣
書
院
を
訪
ね
、
碑
面
通
り
に
割
り
付

け
し
た
原
寸
草
稿
と
剪
装
本
仕
立
て
の
草
稿
、
二
種
類
の
「
犬
養
公
之
碑
」
草

稿
を
実
見
し
、
以
下
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
小
単
位
に
よ
っ
て
、
個
々
の
文
字
に
意
を
用
い
な
が
ら
推
敲
を

重
ね
て
完
成
さ
せ
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
碑
面
を
構
成
し
、
刻
入
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
部
分
に
よ
っ
て
文
字
の
大
き
さ
に
大
小

を
生
じ
た
り
、
気
脈
の
貫
通
の
上
に
多
少
の
異
和
感
を
生
じ
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
「
犬
養
公
之
碑
」
の
碑
身
は
一
四
二
×
一
〇
五
㎝
で
あ
る
。
こ
こ
に
約
二
㎝

四
方
の
文
字
を
一
度
に
八
六
七
字
を
書
き
上
げ
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ

こ
で
宮
島
が
と
っ
た
の
は
全
体
と
部
分
か
ら
成
る
二
種
類
の
草
稿
を
作
成
し
、

適
宜
修
正
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
原
寸
草
稿
、
剪
装
本
草
稿
と
も
に
、
一
文
字

単
位
で
書
き
直
し
を
切
り
貼
り
し
た
箇
所
が
あ
り
、
如
何
に
宮
島
が
慎
重
に
推

敲
を
重
ね
た
か
が
理
解
で
き
る
。
修
正
は
字
形
や
章
法
な
ど
全
体
の
調
和
を
図

る
た
め
の
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
多
く
な
る
ほ
ど
運
筆
や
前
後
の
つ
な
が
り
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は
失
わ
れ
る
た
め
、
久
米
氏
が
指
摘
す
る
「
気
脈
の
貫
通
に
上
に
多
少
の
異
和

感
を
生
じ
る
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
文
字
の
大
き
さ
の
調
整
に
限
れ
ば
さ
ほ

ど
難
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
犬
養
公
之
碑
」
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
書
丹
さ
れ
た
昭
和
十
二
年
の
「
洲
崎
吉
郎
君
碑
」
に
は
著
し
い
文
字
の
大
小

差
は
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宮
島
は
石
碑
の
書
丹
に
は
同
様
の
手
法
を

用
い
た
と
推
測
で
き
る
が
、
な
ぜ
「
犬
養
公
之
碑
」
だ
け
が
著
し
い
文
字
の
大

小
差
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

考
え
ら
れ
る
要
因
に
、
加
齢
に
よ
る
身
体
的
な
衰
え
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
犬

養
公
之
碑
」
の
書
丹
依
頼
か
ら
三
年
あ
ま
り
が
経
過
し
た
あ
る
日
、
宮
島
は
軽

度
の
脳
出
血
に
み
ま
わ
れ
て
い
る
。
九
ヵ
月
ほ
ど
し
て
症
状
は
消
え
た
た
め
、

草
稿
作
り
は
再
開
さ
れ
た
が
、
病
を
患
う
以
前
の
調
子
で
書
く
こ
と
は
容
易
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
信
廣
友
江
氏
は
「
犬
養
公
之
碑
」
の
書
丹
原
本
が

歳
月
を
費
や
し
て
周
到
に
仕
上
げ
た
は
ず
の
書
で
あ
り
な
が
ら
、
誤
表
記
や
点

画
の
長
さ
が
不
足
す
る
等
、
不
的
確
な
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
、
文
字
が
不
揃

い
で
字
形
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
が
少
な
く
な
い
点
を
挙
げ
、
脳
出
血
が

「
宮
島
の
体
力
の
低
下
や
感
覚
の
衰
え
を
著
し
い
も
の
に
し
た
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
宮
島
に
は
、
頭
に
思
い
描
い
た
書
を
、
思
い
描
い
た
ま
ま
に
表

現
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
（
注
３
）」

と
述
べ
て

い
る
が
、
筆
者
も
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
。

　
「
犬
養
公
之
碑
」
の
著
し
い
文
字
の
大
小
差
が
宮
島
の
加
齢
や
病
に
よ
る
身

体
の
衰
え
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
本
来
あ
る
べ
き
文
字

の
大
小
を
意
識
し
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毛
筆
を
は
じ
め
と
す
る
手

書
き
で
は
文
字
の
大
き
さ
を
一
律
に
せ
ず
、
画
数
の
多
少
に
よ
っ
て
変
化
を
つ

け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
画
数
は
あ
く
ま
で
目
安
で
あ
り
、
例

え
ば
、
左
右
の
払
い
が
あ
る
文
字
は
払
い
を
伸
び
や
か
に
書
く
、「
田
」「
国
」

な
ど
四
角
形
の
文
字
や
部
分
を
有
す
る
文
字
は
や
や
小
振
り
に
書
く
等
、
点
画

の
種
類
や
、
文
字
の
概
形
と
の
関
連
も
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
以

上
を
踏
ま
え
、
自
然
な
文
字
の
大
小
を
意
識
し
て
制
作
に
あ
た
っ
た
。
今
後
は

宮
島
の
特
徴
的
な
書
法
に
つ
い
て
分
析
し
、
作
品
制
作
へ
と
展
開
し
て
い
き
た

い
。

（
注
１
）
上
條
信
山
「
宮
島
詠
士
（
大
八
）
先
生
の
人
と
書
」、『
犬
養
公
之

碑
』
岡
山
県
郷
土
文
化
財
団
／
一
九
八
二
年
四
月

（
注
２
）
久
米 

公
「
詠
士
書
丹
二
碑
考
」、『
書
論
』
第
２
３
号
、
一
九
八
四

年
十
一
月
／
書
論
研
究
会
）

（
注
３
）
信
廣
友
江
「
宮
島
大
八
書
丹
《
故
内
閣
総
理
大
臣
犬
養
公
之
碑
》
の

書
法
：
執
筆
の
背
景
と
宮
島
大
八
の
晩
節
」（『
表
現
文
化
研
究
』
６
、

神
戸
大
学
表
現
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）
参
照
。
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公
高
祖
訥
齋
先
生
、

従
若
林
強
齋
、
受
﨑

門
之
學
、
五
世
相
傳

至
公
。
公
自
少
尚
風
節
、

剛
堅
不
屈
、
事
渉
大

義
名
分
、
意
気
慨
然
。

明
治
末
年
、
南
北
朝

正
閏
論
之
作
、
公
起

而
辯
之
於
議
院
、
遂

能
動
廟
議
。
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